
農業委員が
変わりました

農地に関してのお知らせ

農業委員会 ☎77‐3920問

まちづくり課 産業振興係 ☎77‐3918
農政係 ☎77‐3917

農業委員会　　　　　 ☎77‐3920

問

　現在、18人の農業委員で構成さ

れている芝山町農業委員会。この

うち、山武郡市農業協同組合から

推薦される委員の交代があり、新

たに推薦を受けた木川英幸さんが、

5月1日付で農業委員に就任しまし

た。

◆農地貸借の新しい仕組みです
　今年度から設置された「農地中間管理機構」は、農業振興地

域内の農地を借り受けて、必要な場合には簡易な基盤整備を行

い、まとまりのある形で担い手に貸し付ける公的機関です。ま

とまった農地を機構へ貸し付けた地域には協力金が支払われま

す。また、農地を機構に貸し付けた個人にも要件を満たせば協

力金が支払われます。詳細は、公益社団法人千葉県園芸協会農

地部（☎043－223－3011）またはまちづくり課産業振興係まで

お問い合わせください。

家
屋
建
物
の
新
築
・
増
築
・
取
壊
し

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

町
民
税
務
課 

課
税
係 

☎
77
‐
３
９
１
５

　
建
物
の
新
築
や
増
築
、
取
り
壊
し
を
し
た
場
合
は
現
況
調
査
を
行
い
ま

す
の
で
、
町
民
税
務
課
課
税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
町
民
税
務
課
で
は
、
毎
年
固
定
資
産

税
台
帳
整
備
の
た
め
家
屋
（
建
物
）
の

現
況
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
新
築
と
増
築
の
場
合
は
、
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
額
を
算
出
す
る
た
め
の

家
屋
評
価
を
実
施
し
ま
す
。
ご
都
合
の

良
い
日
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

建
物
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
課
税
台
帳 問

料
理
お
い
し
く
！
た
の
し
く
！

親
子
ク
ッ
キ
ン
グ
教
室

保
健
セ
ン
タ
ー 

☎
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‐
１
８
９
１

　
保
健
推
進
員
協
議
会
主
催
の
「
親
子
ク
ッ
キ
ン
グ
教
室
」
に
参
加
し
ま

せ
ん
か
。
み
ん
な
で
楽
し
く
お
料
理
し
ま
し
ょ
う
！

　
小
学
生
の
部

■
対
象
　
小
学
生
と
そ
の
家
族

■
日
時
　
8
月
1
日
㈮

　
午
前
9
時
45
分
〜
午
後
1
時
30
分

■ 

場
所
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
や
す
ら
ぎ

の
里
」

■
内
容
　
ラ
ン
チ
ク
ッ
キ
ン
グ

■
参
加
費
　
無
料

■
定
員
　
親
子
25
人

■
締
切
り
　
7
月
24
日
㈭

■ 

申
込
み
　
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
幼
児
の
部

■ 

対
象
　
2
歳
以
上
の
幼
児
と
家
族

■
日
時
　
8
月
8
日
㈮

　
午
前
9
時
45
分
〜
11
時
45
分

■ 

場
所
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
や
す
ら
ぎ

の
里
」

■
内
容
　
お
や
つ
ク
ッ
キ
ン
グ

■
参
加
費
　
無
料

■
定
員
　
親
子
20
人

■
締
切
り
　
7
月
31
日
㈭

■ 

申
込
み
　
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

問

か
ら
抹
消
す
る
た
め
に
、
職
員
が
現
地

確
認
を
行
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

■
固
定
資
産
税
課
税
基
準
日

　
１
月
１
日
現
在
の
状
況

■
対
象
と
な
る
建
物

　
平
成
26
年
中
に
新
築
、
増
築
、
取
り

壊
し
を
し
た
家
屋

木
きかわ

川　英
ひでゆき

幸さん

◆耕作放棄地再生の支援策
　耕作放棄地は病害虫の発生源やゴミの不法投棄、有害獣のす

みかになるなど、地域の環境に悪影響を与えています。そこで

国や県では、耕作放棄地を再生利用する方を対象に、草刈りや

用排水路整備などの経費の一部を助成しています。また、地域

の再生作業を支援するボランティア「耕作放棄地解消応援団」

も募集中です。詳細はまちづくり課農政係または農業委員会事

務局、県庁農地・農村振興課（☎043－223－2862）までお問い

合わせください。

8



　
町
で
は
、
平
成
20
年
度
か
ら
国
土
調
査
法
に
基
づ
く
地
籍
調
査
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
本
年
度
の
現
地
調
査
は
、
香
山
新
田
Ⅰ
・
菱
田
Ⅰ
・

大
里
Ⅰ
調
査
区
（
辺
田
・
菱
田
宿
・
千
代
田
・
坂
志
岡
地
区
）、
閲
覧
は
、

小
池
Ⅲ
調
査
区
（
小
池
６
・
小
池
７
の
一
部
）
を
実
施
し
ま
す
。

地
籍
土
地
の
正
確
な
管
理
の
た
め
に

地
籍
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

ま
ち
づ
く
り
課 

地
籍
調
査
係 

☎
77
‐
３
９
３
６

問

◆
地
籍
調
査
と
は
？

　
地
籍
調
査
と
は
、
市
町
村
が
主
体
と

な
っ
て
、
一
筆
ご
と
の
土
地
の
所
有
者
、

地
番
、
地
目
を
調
査
し
、
境
界
の
位
置

と
面
積
を
測
量
す
る
調
査
で
す
。「
地

籍
」
と
は
、
い
わ
ば
「
土
地
に
関
す
る

戸
籍
」
の
こ
と
で
す
。
人
に
戸
籍
が
あ

る
よ
う
に
、
土
地
に
つ
い
て
も
各
筆
の

所
有
者
、
地
目
、
面
積
、
境
界
な
ど
が

記
録
さ
れ
登
記
所
で
管
理
さ
れ
て
い
ま

す
。
登
記
所
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る

地
図
や
図
面
は
、 

そ
の
半
分
ほ
ど
が
明

治
時
代
の
地
租
改
正
時
に
作
ら
れ
た
地

図
な
ど
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
た

め
、
境
界
や
形
状
な
ど
が
現
実
と
は
異

な
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
土
地
の

面
積
も
、
正
確
で
は
な
い
場
合
が
あ
る

の
が
実
態
で
す
。 

地
籍
調
査
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
成
果
は
登
記

所
に
送
ら
れ
、
登
記
簿
の
記
載
が
修
正

さ
れ
、
地
図
が
更
新
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

ま
た
、
ま
ち
づ
く
り
や
災

害
復
旧
の
際
の
基
礎
情
報
と
な
る
な
ど
、

市
町
村
に
お
け
る
様
々
な
行
政
事
務
の

基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

◆
地
籍
調
査
を
し
な
い
と
・
・
・

　
地
籍
調
査
が
行
わ
れ
た
地
域
で
は
、

境
界
や
面
積
な
ど
、
土
地
の
表
示
に
関

す
る
登
記
の
情
報
が
正
確
な
も
の
に
改

め
ら
れ
、
そ
の
情
報
を
基
に
し
て
土
地

の
境
界
を
現
地
に
復
元
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
す
。
こ
の
結
果
、
土
地
境

界
を
め
ぐ
る
紛
争
を
未
然
に
防
止
で
き

る
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
れ
に
伴
っ
て

土
地
取
引
の
円
滑
化
や
土
地
資
産
の
保

全
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
地
籍
調

査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
土

地
の
境
界
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
土
地

取
引
な
ど
を
行
う
際
に
リ
ス
ク
を
抱
え

た
り
、
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
情
報

に
基
づ
き
課
税
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
課

税
の
公
平
性
の
課
題
が
生
じ
た
り
し
ま

す
。
ま
た
、
土
地
利
用
や
ま
ち
づ
く
り

を
阻
害
す
る
要
因
や
、
災
害
復
旧
の
際

に
境
界
確
認
か
ら

始
め
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
被
災
地

の
復
旧
・
復
興
が

遅
れ
る
要
因
に
も

な
り
ま
す
。

◆
土
地
所
有
者

の
確
認
事
項

○
現
地
調
査

　
現
地
に
て
境
界

を
確
認
し
て
い
た

だ
き
、
境
界
杭
の

埋
設
を
行
い
ま
す
。

○
成
果
の
閲
覧

　
前
年
度
実
施
し

た
現
地
調
査
の
結

果
を
と
り
ま
と
め

た
「
地
籍
簿
」
と

「
地
籍
図
」
の
案

を
確
認
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

※ 

調
査
の
際
に
は
、

宅
地
、
畑
、
山

林
な
ど
へ
の
立

ち
入
り
お
よ
び

測
量
杭
の
埋
設

が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し

ま
す
。
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坂
志
岡
交
差
点

芝
山
公
園

芝
山
町
役
場

芝
山
は
に
わ
道

菱
田
小
学
校

成
田
国
際
空
港

芝山千代田駅
総合運動場


